
 

 

「豊田市開発事業に係る手続等に関する条例」に関するよくある質問  

 

目次 

１ 住民周知に関すること 

Ｑ１－１ 住民説明に用いる資料について、所定の様式等はありますか？ 

Ｑ１－２ 標識について、所定の様式や素材の指定はありますか？ 

Ｑ１－３ 標識はいつまで設置しなければなりませんか？ 

Ｑ１－４ 近隣住民等への説明について、建築物自体は開発事業区域の境

界線から１０メートル以内には入っていないが、建築物の建っ

ている敷地が１０メートル以内に入っている場合、この建築物

の居住者、占有者及び所有者は住民説明の対象者となります

か？ 

Ｑ１－５ 住民説明の対象範囲内に共同住宅が含まれる場合、共同住宅の

オーナーは住民説明の対象者となりますか？ 

Ｑ１－６ 標識の設置と住民説明後、承認申請書はいつから提出できるの

ですか？ 

Ｑ１－７ 近隣住民及び周辺住民への説明会があった場合、要望書はいつ

まで提出できますか？ 

Ｑ１－８ 要望書を提出した場合、要望の内容はどの程度事業計画に反映

されるのですか？ 

 

２ 書類作成及び事務手続きに関すること 

Ｑ２－１ 説明状況報告書、協議申出書及び承認申請書は、それぞれ何部

提出するのですか？ 

Ｑ２－２ この条例には、着手及び完了の手続はありますか？ 

 

３ 対象行為に関すること 

Ｑ３－１ 隣接する２つ以上の敷地において、それぞれ５００平方メート

ル未満で都市計画法の許可申請を行うが、開発行為は一括で行

う場合は、条例第６条第４号に該当しますか？ 

Ｑ３－２ 条例第６条第８号について、「土地の区画形質の変更」とは具体

的にどういったものが該当しますか？ 

Ｑ３－３ 農地のかさ上げ行為は、「土地の区画形質の変更」に該当します

か？ 

Ｑ３－４ 都市計画法第２９条第１項第２号、第３号又は第１１号（都市

計画法適用除外）に該当する開発事業は、条例第６条第４号の

「許可を要するもの」に該当しますか？ 



 

 

１ 住民周知に関すること 

Ｑ１－１ 住民説明に用いる資料について、所定の様式等はありますか？ 

Ａ１－１ 住民説明に用いる資料については、運用の手引き１２６ページ

を参照してください。計画する開発事業の計画概要を周知するこ

とが目的ですので、分かりやすい資料を用いて説明をするように

してください。 

Ｑ１－２ 標識について、所定の様式や素材の指定はありますか？ 

Ａ１－２ 様式については、規則第５条に規定されている様式第１号を使

用し、縦９０センチメートル以上かつ横６０センチメートル以上

の大きさとしてください。なお、様式は豊田市ホームページに掲

載しております。標識素材については特に規定はございませんが、

風雨に耐えうる構造とし、風雨によって記載内容が消えることの

ないようにしてください。 

Ｑ１－３ 標識はいつまで設置しなければなりませんか？ 

Ａ１－３ 行われている開発事業自体の周知が目的ですので、現場の工事

が全て完了するまで設置してください。 

Ｑ１－４ 近隣住民等への説明について、建築物自体は開発事業区域の境

界線から１０メートル以内には入っていないが、建築物の建って

いる敷地が１０メートル以内に入っている場合、この建築物の居

住者、占有者及び所有者は住民説明の対象者となりますか？ 

Ａ１－４ はい、住民説明の対象者になります。説明の対象者である「近

隣住民」については、条例第２条において「開発事業区域の境界

線からの距離が１０メートル以内の区域に居住する者及び当該区

域に存する建築物の所有者又は占有者をいう。」としています。こ

れは、１０メートル以内に存する建築物に限定しているわけでは

なく、１０メートル以内の区域（敷地）に存する建築物の居住者、

所有者及び占有者を規定しています。 

Ｑ１－５ 住民説明の対象範囲内に共同住宅が含まれる場合、共同住宅の

オーナーは住民説明の対象者となりますか？ 

Ａ１－５ はい、住民説明の対象者となります。条例第２条において、住

民説明の対象者である「近隣住民」とは、「開発事業区域の境界線

からの距離が１０メートル以内の区域に居住する者及び当該区

域に存する建築物の所有者又は占有者をいう。」と定義していま

す。共同住宅のオーナーは建築物の所有者であるため、住民説明

の対象者となります。 



 

 

また、共同住宅居住者への説明手法は、オートロック等により

戸別訪問が困難であるケースも想定されるため、周知方法につい

ては管理会社等とよく相談をしてください。 

Ｑ１－６ 標識の設置と住民説明後、承認申請書はいつから提出できるの

ですか？ 

Ａ１－６ 標識の設置日及び住民説明の完了日の、いずれか遅い方の翌日

から起算し、１４日目までが周知期間です。したがって、説明会

の請求や要望書の提出が無ければ、最短で起算日から１５日目か

ら承認申請書の提出が可能となります。 

Ｑ１－７ 近隣住民及び周辺住民への説明会があった場合、要望書はいつ

まで提出できますか？ 

Ａ１－７ 条例第１２条に基づく説明会が開催された場合は、説明会開催

日の翌日から起算して１４日以内が、条例第１３条に基づく要望

書が提出できる期間となります。 

Ｑ１－８ 要望書を提出した場合、要望の内容はどの程度事業計画に反映

されるのですか？ 

Ａ１－８ 要望書に対する回答書の作成に当たっては、事業計画への反映

を義務付けるものではございませんが、要望書の送付を受けた開

発事業者は、回答に当たり、できるかぎり関係者の要望に配慮す

るよう努めなければなりません。 

また、要望の内容は良好な住環境の保全のためのものに限られ

ます。 

 

 

２ 書類作成及び事務手続きに関すること 

Ｑ２－１ 説明状況報告書、協議申出書及び承認申請書は、それぞれ何部

提出するのですか？ 

Ａ２－１ いずれの書類についても、申請部数は１部のみです。 

Ｑ２－２ この条例には、着手及び完了の手続はありますか？ 

Ａ２－２ 条例第６条第１号及び第４号から第７号までに規定する行為

以外の行為については、着手の届出（条例第２１条）及び完了の

届出（条例第２４条）を提出してください。 

 

 

 

 



 

 

３ 対象行為に関すること 

Ｑ３－１ 隣接する２つ以上の敷地において、それぞれ５００平方メー

トル未満で都市計画法の許可申請を行うが、開発行為は一括で

行う場合は、条例第６条第４号に該当しますか？ 

Ａ３－１ 条例第８条に規定する一（一体）の開発事業として扱うものに

該当する場合は、条例第６条第４号に該当し、承認申請の対象と

なります。 

参考：条例第８条概要 

以下の１から３に掲げる条件をすべて満たすものは、一

の 

開発として扱う。 

１ 隣接する（道路、水路等を介して接する区域を含む。） 

２以上の区域で行われる開発事業 

２ 同時に（隣接する区域の開発事業期間が一部でも重な 

っている場合）又は連続して（一の開発事業完了後２年 

以内に隣接する開発事業が行われる場合）行う事業 

３ 同一用途又は別用途であって事業に関連性のある場合 

Ｑ３－２ 条例第６条第８号について、「土地の区画形質の変更」とは具

体的にどういったものが該当しますか？ 

Ａ３－２ 「土地の区画形質の変更」は、条例第２条第３号により「土地

に係る区画、形状又は性質を変更する行為であって、規則で定め

るものをいう。」と定義されており、詳細については規則第２条

により以下のように定められています。 

 

１ 土地の区画の変更 

道路、水路等の新設により、土地の区画が変更されるも

の。 

（具体例） 

・一段の土地の中に新たに道路を築造し、宅地割りをして分

譲宅地を造成すること。 

 

２ 土地の形状の変更 

切土又は盛土といった造成行為により土地の形状を変更 

するものであって、当該行為の実施の前後における地盤の 

高低差が３０センチメートル以上のもの。 

（３０センチメートル以上の造成が発生する面積が 



 

 

１，０００平方メートル以上であるとき、条例第６条第８号

に該当します。） 

（具体例） 

・山林を伐採し、斜面を整地して平場を造成すること。 

・谷を埋めて平場を造成すること。 

・雑種地や駐車場に整備するために３０センチメートル 

以上の造成を行うこと。 

・土砂や粘土等を採取すること。 

 

３ 土地の性質の変更 

利用目的に応じて土地の性質を変更するもの。（現況の利 

用目的に変更があるかで判断をします。） 

（具体例） 

・農地を資材置き場や駐車場等へ転用すること。 

・山林を伐採し、太陽光パネル等を設置すること。 

Ｑ３－３ 農地のかさ上げ行為は、「土地の区画形質の変更」に該当しま

すか？ 

Ａ３－３ 農地のかさ上げ行為であっても、３０センチメートル以上の

切土又は盛土が発生する面積が１，０００平方メートル以上と

なる場合は、条例第６条第８号に該当し、条例対象行為となりま

す。 

ただし、農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１

号に規定する農用地区域内において農業用地を整備する行為

は、条例第７条第６号に該当し、適用除外となります。 

Ｑ３－４ 都市計画法第２９条第１項第２号、第３号又は第１１号（都市

計画法適用除外）に該当する開発行為は、条例第６条第４項の

「許可を要するもの」に該当しますか？ 

Ａ３－４ 都市計画法適用除外に該当する開発行為は、条例第６条第４

号の対象とはなりません。 

ただし、事業区域面積が１,０００平方メートル以上の場合

は、同条第８号に該当する可能性がありますのでご注意くださ

い。 

 

 


